
(57)【要約】
【課題】  動物にストレスを与えること無しに、心電
図、筋電図などを測定することが可能な生体電位計測装
置を提供する。
【解決手段】  水槽２に浸かった動物の体表面電位を計
測するための水槽型生体電位計測装置１が、水槽２の内
面に設置された複数の電極３と、電極３に誘導されたそ
れぞれの電気信号を外部に伝達する伝達手段４と、水槽
２内において動物を所定の場所に位置決め可能な位置決
め手段５とを備える。



【特許請求の範囲】
【請求項１】  水槽に浸かった動物の体表面電位を計測
するための水槽型生体電位計測装置であって、
前記水槽の内面に設置された複数の電極と、前記電極に
誘導されたそれぞれの電気信号を外部に伝達する伝達手
段と、前記水槽内において前記動物を所定の場所に位置
決め可能な位置決め手段とを備えることを特徴とする水
槽型生体電位計測装置。
【請求項２】  動物を前記水槽に導入するための導入路
を更に備えることを特徴とする請求項１に記載の水槽型
生体電位計測装置。
【請求項３】  前記電極が、前記動物の心電図を測定可
能な位置に配置されることを特徴とする請求項１または
請求項２に記載の水槽型生体電位計測装置。
【請求項４】  前記電極が、前記動物の特定の筋肉の筋
電図を測定可能な位置に配置されることを特徴とする請
求項１または請求項２に記載の水槽型生体電位計測装
置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、水槽に浸かった動
物の体表面電位を計測するための水槽型生体電位計測装
置に関する。
【０００２】
【従来の技術】人間だけでなく野生動物または飼育して
いる動物の心電図或いは筋電図を計測することが求めら
れており、そのための計測装置がいくつか提案されてい
る。例えば、特開平５－２１２００５号公報に記載の
「馬用心拍計」では、鞍を固定するための腹帯の内面に
沿って電極が配置され、腹帯を馬体に装着することによ
って電極を馬体に密着させることができ、それにより電
極に誘導された電気信号を検出し、馬の心電図信号から
心拍数を算出していた。このように、電極を腹帯の内側
に装着するのは、馬が臆病な動物であるからであり、心
電図を測定するための電極を装着されることなどを嫌が
るからである。従って、電極を馬体表面に装着しても、
異物感から付近の筋肉を動かしたり、後肢や尾などで虻
や蝿を追い払うのと同様の行動をとったりすることで、
良好な測定状態が得られず、電極、コード、測定装置な
どを見るだけで興奮して暴れることもあるため、上記の
ように、装着されることに慣れた馬具に電極を仕込むよ
うなことが行われている。
【０００３】さらに、体毛をもつ動物においては体温を
調節するために季節によって体毛の量が増加するため、
従来のように電極を体毛の上から押さえつけただけでは
体表面との接触を確保することはできない。その問題を
解決するために、特開平５－２００００８号公報に記載
の「心電計の動物用電極」が提案されている。これは、
電極を剣山状に形成することで体毛などに邪魔されずに
電極と体表面との接触が確保されることを目的としたも

のである。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の
ような馬具の腹帯或いは鞍に仕込まれた電極を用いた場
合、腹部の体表面電位しか計測することができないため
に、体表面電位の計測部位が特定の部位に限定され、馬
の循環器系疾患をすべて調べるためには不十分であっ
た。さらに、馬が生活していく上で重要な脚の筋電図を
計測することができないために、脚の故障を早期に発見
することもできなかった。
【０００５】さらに、剣山状の電極を用いて体表面電位
を測定する場合であっても、電極を別個に馬の腹部や脚
などに装着するという手間があるという問題と、装着す
ることで馬にストレスを与えるという問題を解決するこ
とはできない。
【０００６】本発明は上記の問題点に鑑みてなされたも
のであり、その目的は、動物にストレスを与えること無
しに、心電図、筋電図などを測定することが可能な生体
電位計測装置を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
の本発明に係る水槽型生体電位計測装置の第一の特徴構
成は、特許請求の範囲の欄の請求項１に記載の如く、水
槽に浸かった動物の体表面電位を計測するための水槽型
生体電位計測装置であって、前記水槽の内面に設置され
た複数の電極と、前記電極に誘導されたそれぞれの電気
信号を外部に伝達する伝達手段と、前記水槽内において
前記動物を所定の場所に位置決め可能な位置決め手段と
を備える点にある。位置決めとは、体表面電位の測定に
影響が出ることを防ぐために、動物が大きく動かないよ
うにすることである。
【０００８】上記目的を達成するための本発明に係る水
槽型生体電位計測装置の第二の特徴構成は、特許請求の
範囲の欄の請求項２に記載の如く、上記第一の特徴構成
に加えて、動物を前記水槽に導入するための導入路を更
に備える点にある。
【０００９】上記目的を達成するための本発明に係る水
槽型生体電位計測装置の第三の特徴構成は、特許請求の
範囲の欄の請求項３に記載の如く、上記第一または第二
の特徴構成に加えて、前記電極が、前記動物の心電図を
測定可能な位置に配置される点にある。
【００１０】上記目的を達成するための本発明に係る水
槽型生体電位計測装置の第四の特徴構成は、特許請求の
範囲の欄の請求項４に記載の如く、上記第一または第二
の特徴構成に加えて、前記電極が、前記動物の特定の筋
肉の筋電図を測定可能な位置に配置される点にある。
【００１１】以下に作用並びに効果を説明する。本発明
に係る水槽型生体電位計測装置の第一の特徴構成によれ
ば、動物を水槽内の所定の場所に位置決めし、動物が移
動しないようにすることができるので、計測した心電図
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信号、筋電図信号などの電気信号に、動物が筋肉を動か
して移動することにより発生するノイズが含まれないよ
うにすることができる。尚、位置決め手段自体は可動で
あり、計測対象とされる動物の種類または大きさに依存
して位置決め手段の位置が変更される。さらに、位置決
め手段を動かすことで、所望の体表面部位が電極に近接
するような場所に動物を位置決めし、所望の体表面部位
の電位を計測することができる。さらに、体表面電位の
計測を間隔を置いて（例えば、１日置きに）繰り返し行
う場合、位置決め手段を固定する場所を計測の度に同じ
場所にすることで、動物の体表面部位と電極との相対的
な位置関係に一貫性を持たせることができることから、
再現性のある計測結果を得ることができる。さらに、動
物、特に人間に近い哺乳類などの心電図波形が正確に計
測されることから、それを人間の心電図波形と比較する
こともできる。その結果、人間以外の動物から疾病を意
味する特徴的な波形が得られた場合は、人間の治療法を
参考にして動物を治療することもできる。
【００１２】更に、計測対象とする動物は、水槽への入
水直後に水圧によって一時的に負荷を受けるため、一般
に心拍が早くなり、呼吸数も増加するが、心拍数および
呼吸数が平常時と同レベルに戻る時間を解析すること
で、心肺機能の強さや疲労の状態を知ることができる。
さらに、多数の馬の心肺機能を同じ測定方法で調べてい
けば、心配機能と血統との関係などの知見も得ることが
できる。
【００１３】同第二の特徴構成によれば、動物を容易に
水槽内に導入することができることで、動物にストレス
を与えること無く体表面電位を計測することができる。
【００１４】同第三の特徴構成によれば、電極が心電図
を計測可能な位置に配置されていることで、心電図から
動物の健康状態を知ることができ、疾病がある場合には
その治療を早期に行うことができる。
【００１５】同第四の特徴構成によれば、電極が特定の
筋肉の筋電図を測定可能な位置に配置されていること
で、筋電図から動物の疲労状態などを知ることができ
る。例えば、ある脚に故障がある場合にはその脚を庇う
ために、他の脚の筋電図に不自然な筋電図波形が見ら
れ、故障していることが目に見えなくても脚に故障があ
る可能性を検知することができる。特に、脚の故障が致
命的な疾患につながる馬に発生する脚の故障を早期に見
つけることができる点で有用である。
【００１６】
【発明の実施の形態】本発明に係る水槽型生体電位計測
装置を図面を参照して説明する。図１（イ）の斜視図に
示す水槽型生体電位計測装置１は、水槽２の内面に設置
された複数の電極３と、上記電極３に誘導されたそれぞ
れの電気信号を外部に伝達する伝達手段４と、上記水槽
２内において動物を所定の場所に位置決め可能な位置決
め手段５とを備える。水槽型生体電位計測装置１は動物

を上記水槽２に導入するための傾斜面が設けられた導入
路６を更に備える。電極３に誘導された電気信号は、ケ
ーブルなどの伝達手段４を介して差動増幅器７にそれぞ
れ伝達され、信号処理手段８によって信号処理が行われ
て心電図波形、筋電図波形などが得られる。尚、図１
（イ）ではそれぞれの電極に誘導された電気信号の差分
を取るように構成されているが、差動増幅器７のアース
（接地）を共通にして、それぞれの電気信号の差分を取
らなくてもよいように構成することも可能である。図１
（ロ）は水槽型生体電位計測装置１の断面図である。
【００１７】導入路６を通って水槽２内に浸かった動物
は、水槽２の内面に設置された電極３に近接するような
位置に止められる。計測対象とする動物が馬の場合、位
置決め手段５の役割は、手綱９を固定具５に結ぶことで
達成され、それにより馬が水槽２内を大きく移動するこ
とはない。さらに、馬であれば手綱９を用いて固定され
ることに慣れているために、大きなストレスを感じるこ
とも無いと考えられる。また、導入路６は計測対象とす
る動物が警戒心を持たずに水槽２に侵入するような形状
であることが好ましく、例えば馬の場合は池や川などの
水飲み場に模した形状であってもよい。または電動式の
装置が設けられることで、動物が水槽内に運ばれるよう
な導入路であってもよい。
【００１８】複数の電極３は計測対象とする体表面に近
接した位置に配置されており、水槽２内の水を介して動
物の体表面と電極３との間の電気的導通が確保される。
馬の心電図を計測する場合は、水槽２の内面の、馬の右
肩（右前肢の付け根付近）、左肩（左前肢の付け根付
近）、左腰（左後肢の付け根付近）に近接する位置に電
極３をそれぞれ設置し、それらの部位の体表面電位を計
測する。それにより、人間の標準肢誘導に相当する心電
図波形が得られる。また、心電図波形から心拍数などを
求めることもでき、疾病の有無だけでなく心肺機能の強
さを判定することもできる。ここで、電極３は水槽２の
内面に固定して設置されてもよいし、移動自在に設置さ
れてもよい。体格の異なる動物（馬や犬など）の体表面
電位の計測を同一の水槽２で実施する場合には、電極３
を移動自在に設置することで、計測の度に電極３をそれ
ぞれ所定の位置に移動させて体表面電位の計測を行うこ
ともできる。さらに、同じ動物において複数の異なる部
位の筋電図を計測する場合にも、電極３が移動自在であ
れば、計測の度に所定の位置に電極３をそれぞれ移動さ
せることで計測が行われる。
【００１９】図２を参照して心疾患に起因する心電図波
形の様々な異常を検知するための一計測方法について説
明する。ここで、図２では水槽２の内面に４つの電極３
ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄが設置されている。電極３ａ、３
ｂ、３ｃ、３ｄに誘導された電気信号は、図１（イ）を
参照して説明したのと同様に差動増幅器７、信号処理手
段８を用いて心電図波形または筋電図波形に変換され
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る。
【００２０】電極３ａ、３ｂ、３ｃはそれぞれ、右肩、
左肩、左腰の体表面電位を測定できるような位置に設置
され、電極３ｄは胸部単極誘導のＶ５に相当する位置に
設置される。このような電極配置によって動物の胸部単
極誘導のＶ５に相当する心電図が計測される。Ｖ５に相
当する心電図波形は、以下の数１から導出される。尚、
Ｖ3a 、Ｖ3b 、Ｖ3c 、Ｖ3d はそれぞれ電極３ａ、３ｂ、３
ｃ、３ｄに誘導された電位である。
【００２１】
【数１】Ｖ５に相当する心電図波形＝Ｖ3d －（Ｖ3a ＋Ｖ
3b ＋Ｖ3c ）／３
【００２２】具体的には、電極３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄ
にそれぞれ接続された差動増幅器７を３つ設けて電極３
ｄに誘導された電気信号との差分を取り、平均を取るこ
とによってＶ５に相当する心電図波形が得られる。
【００２３】図３を参照して動物の筋電図を計測するた
めの計測方法について説明する。電極３ｅ、３ｆはそれ
ぞれ脚の付け根部および先端部の体表面電位を計測可能
な位置に設置される。このように複数の電極を設置する
ことで、脚の筋電図が測定される。例えば、動物が脚に
疾患を持つ場合、痛みを感じる部位の近くの筋肉を動か
すことで異常な筋電図波形が計測され、疾患を持つ足を
庇う動作をする際にも異常な筋電図波形が計測される。
通常は、動物を飼育している担当者が気付く前に、動物
自身がこのような異常な筋電図波形を示す動作をとって
いることから、筋電図を計測することによって動物の故
障または疾病が早期に発見され、治療が開始される。
尚、一本の脚だけに電極を設けた実施形態を説明した
が、電極３ｅ、３ｆを４本の脚のそれぞれに設けてもよ
く、脚だけでなく腰などの特定の筋肉の筋電図を計測可
能な位置に電極３ｅ、３ｆを設けてもよい。その場合、
測定対象とする筋肉を挟むように電極を設ければよい。
【００２４】尚、位置決め手段５は上述の実施形態に示
したような構成に限定されず、棒を動物の前後左右を遮
断するように配置することで動物が移動することを防ぐ
ような構成であっても良い。また、目隠しをして暗闇を
作ることで静止する動物であれば、目隠し手段または暗
闇を作る手段が位置決め手段として機能する。即ち、計
測が行われる一定時間だけ動物を静止させることができ
るような手段であれば他の改変も可能である。
【００２５】更に、動物が静止していることを検知する

手段を設け、動物が静止している場合にのみ体表面電位
の計測が実施されるような構成としてもよい。動物が静
止していることを検知する手段としては、水槽の床に複
数の圧力センサを設け、圧力センサが測定する圧力変動
に基づいて動物が静止しているか否かを検知する手段、
水槽の内壁面に一般的な光学センサを複数設けて動物が
静止しているか否かを検知する手段、上述の実施形態の
ように、馬などの動物を手綱でつないでいる場合等に、
手綱にかかる張力の変動を監視することで動物が静止し
ているか否かを検知する手段等を用いることができる。
【００２６】また、計測が行われる一定期間、完全に静
止させることが困難である動物の体表面電位計測を行う
場合、動物の動きや動物と電極との距離を検知し、動物
の動きに応じて計測された信号を補正する手段を設けて
もよい。このように、信号を補正する手段を設けること
で、計測された心電図波形の基線が大きく揺らぐことを
防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】水槽型生体電位計測装置の一実施形態における
構成図であり、（イ）は斜視図、（ロ）は断面図であ
る。
【図２】水槽型生体電位計測装置の一実施形態における
概略図である。
【図３】水槽型生体電位計測装置の一実施形態における
構成図である。
【符号の説明】
１  水槽型生体電位計測装置
２  水槽
３  電極
３ａ  電極
３ｂ  電極
３ｃ  電極
３ｄ  電極
３ｅ  電極
３ｆ  電極
４  伝達手段
５  位置決め手段（固定具）
６  導入路
７  差動増幅器
８  信号処理手段
９  手綱
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【図１】

【図２】
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